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令和６年第８回小鹿野町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和６年９月２５日（水）午後１時４５分～午後２時４５分

２ 開催場所 小鹿野町役場 １階 議場

３ 出席委員 農業委員 （１２人） 農地利用最適化推進委員 （７人）

会長 １０番 黒沢 裕幸

会長職務代理 １番 吉田 恭寛

農業委員 ２番 豊田 均 ４番 玉川 寿々子

５番 髙橋 克予 ６番 栗原 静男 ７番 髙岸 友行

９番 町田 考子 １１番 新井 正志 １２番 守屋 善雄

１３番 田嶋 敏男 １４番 樋口 わかな

農地利用最適化推進委員

強矢 福司 黒澤 忠弘 黒澤 八重子 強矢 武夫

入澤 節子 市川 和男 増島 敏雄

４ 欠席委員

農業委員 （１人） ３番 加藤 功一

農地利用最適化推進委員 （１人） 千島 政次

＊８番につきましては、辞任により欠番

５ 農業委員会事務局職員

事務局長 田嶋 哲也 事務局 田嶋 明弘

戸田 恭平

６ 議事日程

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２ 議案第１７号

農地法第３条の規定による許可申請の審議について （２件）

日程第３ 議案第１８号

農地法第５条の規定による許可申請の審議について （１件）
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日程第４ 議案第１９号

非農地の判断に係る調査について （１件）

報 告

（１） 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について （１件）

（２） 農地改良に係る届出について （１件）

（３） ６ヶ月後の現地確認について

令和６年３月申請分について （４件）

そ の 他
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事務局長

議 長

事務局長

皆さん、こんにちは。農振協議会後、引き続きの会議ということで大

変お疲れ様です。只今より令和６年第８回小鹿野町農業委員会総会を開

催させていただきます。本日は、農業委員の３番 加藤功一委員さんよ

り欠席の連絡が入っています。また、７番 髙岸友行委員さんより遅刻

の連絡が入っています。農地利用最適化推進委員の千島政次委員さんも

欠席となります。

小鹿野町農業委員会会議規則第６条 在任する委員の過半数を満たし

ておりますので、これより総会を開催させていただきます。

それでは、開催に当たりまして、黒沢会長より御挨拶をいただきます。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。農振協議会が早く終わりましたので、早速始めたいと思

います。 、昔の人は「暑

さ寒さも彼岸まで」とよく言ったものだと思います。あれほど暑くて、

天気予報では１０月くらいまでは暑いということで、我々も思っていま

したが、彼岸になって急に気温が下がりました。今朝はチョッキを着て

野菜を売り場に出しに行きました。よく昔の人は言いましたね。

それでは、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。それでは、早速議事に入らせていただきま

す。小鹿野町農業委員会会議規則第４条の規定によりまして、会長に議

長となっていただき議事の進行をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

議 長 それでは、議事に入ります。

日程第１ 議事録署名委員の指名

指名につきましては私から御指名をさせていただきます。今回は９番

町田 考子委員さん、１１番 新井 正志委員さん、以上２名を御指名

申し上げます。よろしくお願いいたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第２ 議案第１７号「農地法第３条の規定による許

可申請の審議について」（２件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年９月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号１ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお
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議 長

黒澤八重子

推進委員

りです。

申請地は、畑 １筆 面積 〇，○○〇㎡

事由は、当該地を譲り受けて野菜や果樹（柿）の栽培をしたい。

譲受人は、他に田畑を所有しており、農作業歴は２０年となっており

ます。年齢は８２歳で、職業は○○となっており、配偶者とともに年間

通じて農作業に２００日従事する計画です。農業機械の保有状況ですが、

トラクター１台、コンバイン１台、乾燥機１台、田植機１台を保有して

おります。作付け予定の作物ですが、いんげん、白菜、里芋、柿の栽培

をする計画となっております。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の１ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、○○〇〇〇〇から約○○〇m西の位置となります。
続きまして、番号２ 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案

書記載のとおりです。

申請地は、畑 １筆 面積 〇〇〇㎡

事由は、当該地を譲り受けて果樹（柿、無花果、柚子、栗）の栽培を

したい。

譲受人の妻が畑を所有しており、農作業歴は４６年となっております。

年齢は７６歳で、職業は○○となっており、配偶者とともに年間通じて

農作業に３００日従事する計画です。農用機械の保有状況ですが、トラ

クター２台、草刈機２台を保有しております。作付け予定の作物ですが、

柿、無花果、柚子、栗の栽培をする計画となっております。なお、すぐ

に作付けをするのではなく、現在山林の様相を呈しておりますので、木々

の伐採を徐々に行ってから作付けを行うとのことです。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の２ペー

ジ目が位置図になります。

こちらは、〇〇〇〇○○〇○○○さんの西側の隣接地で、○○○○〇

〇〇〇〇〇〇〇さんの南の位置となります。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

お世話になります。９月２０日の午後、事務局の戸田さん、田嶋さん、

農業委員の町田考子さんと私の４人で現地確認を行いましたので、報告

をさせていただきます。

議案第１７号の番号１です。譲受人の○○さんの自宅脇の道を挟んで
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議 長

すぐ隣にある畑です。平らで日当たりも良く、野菜、果樹の栽培に最も

適している畑だと思います。問題は無いと思いました。

番号２ですが、譲受人の○○さんの自宅のすぐ隣りの畑になります。

大きくなった雑木や藤蔓、葛などが生い茂って凄い状態になっていまし

た。７６歳とお伺いしましたが、本人が開墾、整地するということです

ので、大変な作業になるだろうと思います。畑として果樹を植え、大事

な畑として守っていただけることはありがたいことだと思いました。パ

ワーのある方だと思いました。

現地を確認して、余談になりますが、申請者の敷地内にも藤蔓が入っ

てきています。大きくなった雑木等も○○さんの自宅の方に入ってきて

います。○○さんにすると、苦痛なことではないかと思いました。私が

○○さんであれば、そのように感じると思います。申請事由に果樹の栽

培をしたいとありますが、これは１００％ではなくて、茂った状態を避

けたいという理由も少しは含まれているのではないかと勝手に思いなが

ら現地確認をさせていただいて、その時に感じたことです。勿論問題は

無いと思います。

以上です。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

私も○○ですので、少しお話しします。〇〇〇〇○○〇〇〇〇さんと

の間に○○年ものの木が生えています。○○さんのお兄さんは〇〇〇〇

さんに行っています。重機がありますので綺麗に整地出来ると思います。

話を聞きましたが、元々は太陽光発電を行うのでこの土地を売りたい

ということから始まったようです。どこかの会社が目を付けて太陽光発

電を行う予定でしたが、○○さんがこの土地を私に譲ってもらえません

かということだったそうです。このような生い茂った畑で良いのですか

というやり取りがあったようです。重機等もありますので、譲り受けて

果樹の栽培を行っていきたいということです。道隣りでどうしようもな

い所ですが、何年か経てば綺麗になると思います。６ヶ月後は無理かも

しれませんが、現地確認に行った時に見ていただくと綺麗になっている

と思います。

御質疑のある方はいらっしゃいますか。

（質疑無し）
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議 長

議 長

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第２ 議案第１７号 農地法第３条の規定による許可申請の審議

について（２件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして許可相当とすることに決定いたします。

議 長

事務局

議 長

黒澤八重子

推進委員

続きまして、日程第３ 議案第１８号「農地法第５条の規定による許

可申請の審議について」（１件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請について審議され

たい。令和６年９月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号 1 譲渡人、譲受人、申請地、契約の内容等は議案書記載のとお

りです。

申請地は、畑 ４筆 面積 計〇，○○〇㎡

転用目的は、太陽光発電施設です。

申請事由は、当該地は平坦な土地であり、また、周囲に高い建築物な

どが無いため、日当たりが良好であることから太陽光発電施設として利

用するのに最適であったため選定し申請となっております。

申請地４筆のうち２筆は農用地であったため、除外から行っておりま

す。〇〇〇〇との電線への接続契約と売電契約が済んだため申請となり

ました。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の３ペー

ジ目が位置図になります。

○○○○○から西側の道路向かいとなります。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をいたします。

議案第１８号の番号１ですが、事務局から説明をしていただいたとお

りです。申請地の隣りの〇〇〇〇－〇は既に太陽光が設置してあります。
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議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

事務局長

申請地は竹や大きな雑木等が生い茂っていますが、譲受人の会社の方

で綺麗にするので大丈夫ですとのことでしたので、問題は無いと思いま

す。大丈夫だと思います。よろしくお願いいたします。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

はい。

はい、どうぞ。

質問ではなくて意見として申し上げます。

譲受人は、私の家の近くで雑種地だった所に太陽光発電施設を造りま

した。農地とは関係ないですが、この事業は小鹿野用水の敷地まで食い

込んでいます。現地は境界杭まであったにもかかわらず、小鹿野用水の

用地に食い込んで施設を造っているのです。このことを役場の産業振興

課に申し上げて、担当に先ほど立ち話で聞きましたら、現在も是正され

ていないとのことでした。私が見ても農業用地に勝手に建てた施設がそ

のままになっているということから、この案件は、農地法の基準では、

不許可相当になるという事案ではないと思いますが、心情的にここを許

可するのは好ましくないと思いまして、皆さんに反対の意見を伺いたい

と思い、意見をさせていただきました。

以上です。

強矢推進委員さんからご意見がありました。その場所は、ため池と言

いますか、○○○の○○○○○を上に行って、強矢さんの自宅から下っ

てきた所ですか。

○○○○の県道と用水が交差している所です。○○○○○○○○の入

り口で、小鹿野用水の敷地です。

そのことは役場も承知しているのですね。

お答えさせていただきます。

〇〇〇○○〇○○○○○側としては、境界を間違ったと言いますか、
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議 長

事務局長

議 長

事務局長

議 長

議 長

議 長

先代から教えてもらった境界の位置で認識して建てたということでした

が、その後、県から引き継いだ敷地図で、町と○○〇〇○○〇○○○○

側と現地で立ち合いをしながら見てもらって、確かに食い込んでいる可

能性が高いということを認識してもらいました。是正のお願いをしてい

るところですが、現在も是正されていないというところです。町として

は、引き続き是正をお願いしていくということでございます。

何㎝、何ｍというのは分かりますか。

全長で見ると１０ｍを超えるくらいです。一番広い所で１ｍくらいで、

それから０になる三角の敷地が用水側に食い込んでいると考えていま

す。

いつ頃その話はしましたか。

６月頃だったと思っております。

皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。

町の敷地に食い込んでいたとすれば、是正してもらわないといけない

と思います。太陽光発電施設は設置すると２０年間はそのままになって

しまいます。この業者は他の所にもいくつも太陽光発電施設を設置して

います。設置のプロですので、そこの部分は直してもらうようにお願い

できると思います。このようなことでよろしいでしょうか。

皆さんの方からいかがでしょうか。

（意見無し）

ご意見が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第３ 議案第１８号 農地法第５条の規定による許可申請の審議

について（１件）の採決を行います。本件につきましては申請通り許可

相当とすることに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（賛成多数 賛成 １０ 反対 ２）

それでは、農業委員出席者の過半数を超えていますので、許可相当と
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することに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、日程第４ 議案第１９号「非農地の判断に係る調査につ

いて」（１件）を上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、説明をさせていただきます。

議案説明の前に関連がありますので、前回総会で差し戻しを行った非

農地判断の案件の報告と今回同封した非農地判断に関する資料について

の２点を先に説明させていただきます。

前回総会で差し戻しを行った非農地判断についての案件ですが、申請

者に確認したところ、太陽光発電のために使うとのことでしたので、５

条申請を行うよう話し、差し戻しをしました。５条申請を行う意思でし

たが、今月の申請や相談には来ておりませんので報告いたします。

前回総会で質問があった非農地判断後に建築等がされた場合、是正の

申請をさせることができるかについて、埼玉県農業会議に確認したとこ

ろ、農地でなくなっているため関与できないとのことでしたので報告い

たします。非農地判断は、利用状況調査等を踏まえ、農地に該当するか

否かについて判断を行い、農地に該当しないと判断した場合は直ちに農

地台帳の整理を行うこととされております。

次に、今回議案とともに添付しました非農地判断に関する資料につい

てですが、こちらは国や県からの通知による判断基準について必要事項

を抜粋したものとなります。国が示している判断基準については、前回

もお話しした２つとなり、改めて読み上げさせていただきます。資料表

紙の中段【運用通知第４の（４）の基準】をご覧ください。

農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地

（人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地）であって、農業

的利用を図るための条件整備（基盤整備事業の実施等）が計画されてい

ない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しない

ものとし、これ以外のものは農地に該当するものとする。

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物

理的な条件整備が著しく困難な場合

イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土

地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込

まれる場合

となります。

インデックス４の写真がついたページをご覧ください。見ていただく
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議 長

黒澤八重子

推進委員

と分かり易いと思いますが、下段の再生利用が困難な農地が非農地判断

の対象となってきます。先ほどの２つの基準のイで、非農地判断をする

際の周囲の状況については、裏面 最終ページの２に考え方が記載され

ておりますので、ご覧いただければと思います。

資料の説明は以上とさせていただきますが、こちらの資料は、今回限

りではなく、今後の非農地判断の参考として、該当する案件がありまし

たらその都度参考にしていただきたいと思います。

前置きが長くなりましたが、申請の説明に移ります。

議案第１９号 非農地の判断に係る調査について審議されたい。令和

６年９月２５日 小鹿野町農業委員会長 黒沢裕幸

番号 1 申請人、申請地、申請内容等は議案書記載のとおりです。

申請地は、畑 ７筆 面積 計〇，〇〇〇㎡

申請理由は、当該申出地は樹木が生い茂り山林化している状況から、

今後農地としての利用が困難なためとなります。

申請時に聞いた話では、今回の申出地の他にも畑や空き家があり、今

後不動産売買をする際に、すでに山林化してしまって畑として使えない

ような所を今回申請しており、農地として使えそうな所は買い手がつい

た場合、３条申請するとのことです。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の４ペー

ジ目から６ページ目が位置図になります。

４ページ目と５ページ目については、国道○○〇〇〇を○○○○○〇

から西側に○○〇ｍほど進んだ左手となります。

６ページ目については、４ページ目と５ページ目の位置の○○〇ｍほ

ど北側の山の中となります。

以上で事務局からの説明とさせていただきます。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をいたします。

議案第１９号 非農地の判断についてです。

○○○○については、庭畑だったと思われます。現在は、大きな太い

キウイフルーツの木が何本もあり、沢山実っていました。松の木、蔓草

が生い茂って凄い状態になっていました。畑としての使用は無理だと思

いました。

○○○○－〇、○○○○－〇、〇〇〇〇－〇はまとめての報告になり

ます。こちらは、柚子の木、雑木が大木になっていて、急斜面で畑とし
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議 長

議 長

議 長

て使うのは無理だと判断しました。

〇〇〇〇と○○○○は大木になったイチョウが２本あり、太い雑木も

沢山あり、藤蔓等が生い茂っており、畑が崩れてしまったのではないか

と思えるような感じで、急な崖地で畑として復元するのは無理だと判断

しました。

○○○○は航空写真で確認しました。全体が山林化しているので畑と

して使うことは無理だと判断しました。

以上、７筆全てが非農地判断に関する資料の３３ページの（４）のア

に該当すると思われますので、非農地としての判断で大丈夫だと思いま

した。

以上です。よろしくお願いいたします。

現地確認の報告をしていただきました。御質疑を承ります。御質疑の

ある方は挙手をお願いしたいと思います。

（質疑無し）

御質疑が無いようですので、採決をさせていただきます。採決には、

委員の皆さんの挙手でお願いしたいと思います。

日程第４ 議案第１９号 非農地の判断に係る調査について（１件）

の採決を行います。本件につきましては申請通り非農地の判断とするこ

とに賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。

（全員賛成）

全員賛成によりまして非農地の判断とすることに決定いたします。

議 長

事務局

続きまして、報告に移ります。

（１）農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約の

通知について（１件）

（２）農地改良に係る届出について（１件）

（３）６ヶ月後の現地確認について

令和６年３月申請分について （４件）

事務局より説明をお願いいたします。

それでは、報告させていただきます。

報告１ 農地法第１８条第６項の規定による通知があったもの
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議 長

９番委員

番号１ 申請人、申請内容は記載のとおりです。

３条申請で賃借していた土地について、合意解約の通知がありました。

こちらは、台帳を確認しましたら、平成○○年○○月○○日に〇年間

の賃借権の設定の許可をしておりました。農地法第３条による賃貸借は、

解約手続きをしない限り契約が自動継続されます。

今回、令和６年８月３０日に合意解約の合意が成立したと通知が提出

されています。こちらは、現地確認、場所の説明はありません。

報告２ 農地改良に係る届出について

番号１ 記載のとおり農地改良の届出が提出されました。農地改良は、

軽微な案件に該当すれば届出案件、それ以外であれば許可案件となりま

す。軽微な案件に該当するための要件は４つあり、１，０００㎡未満、

工期１ヶ月未満、表土には良質土を使用、地区全体の営農環境に影響を

及ぼさない、となります。県にも相談しましたが、申請内容のとおりで

あれば届出の範囲となります。現況面が周辺より低く、嵩上げするため、

表土として客土するものとなります。表土が良質土であるかどうか、地

区の営農環境に影響を及ぼさないかどうか、盛土の高さも高いため、改

良が始まってからは、注視する必要があると考えております。委員の皆

さんも予定期間中に近くを通る際は確認をお願いいたします。

続きまして、場所の説明をさせていただきます。別止め資料の７ペー

ジ目が位置図となります。○○〇○○〇○○○○○○〇〇〇〇○○さん

の東側の隣接地です。

報告３ ６ヶ月後の現地確認について

令和６年３月申請分の現地確認を行いました。農地法第５条について

３件、農地改良が１件となります。内容については記載のとおりとなり

ます。

以上、報告となります。

事務局の説明が終わりました。現地確認の報告をお願いいたします。

現地確認の報告をいたします。まとめて報告させていただきます。

報告２ 農地改良についてです。

元々田んぼだった土地で、道路からだいぶ下がっているので盛土を計

画しているということで、４０㎝～２００㎝を予定しています。旧道の

ガードレールを一部切り、土を搬入する予定とのことでした。隣りの家

の塀の横に溝があるようですが、そこは避けて盛土をするとのことでし

た。
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議 長

次に６ヶ月後の確認です。

議案第３号 農地法第５条の番号１ですが、着工中で基礎工事を行っ

ていました。問題は無いと思います。

番号２ですが、着工中です。６割ほど完成していました。問題は無い

と思います。

番号３ですが、追認です。問題は無いと思います。

次に報告１ 農地改良についてです。

農地改良は完了していました。一部片隅に野菜が植わっていました。

ゴーヤ、オクラ、ミニトマトが作ってありました。来年くらいから耕作

を始めるのではないかと思いました。

報告２の農地改良については、○○○○○○に○○〇○○という○○

〇があります。その横です。皆さんも時々見ていただけばよろしいと思

います。

議 長

強矢福司

推進委員

議 長

強矢福司

推進委員

続きまして、その他に移ります。

私の方から提案させていただきます。先月の総会で農業委員の改選に

ついて意見がありました。皆さんにお諮りしたいと思います。

現在は、農業委員会を農業委員、推進委員２２名で行っていますが、

人数の削減を提案したいと思います。皆さんに了解していただいて、削

減をする場合は、１２月の議会で諮らなければならないです。定員は農

業委員１４名、推進委員８名となっていますが、現状は２０名で行って

いると皆さんも感じていると思います。現在の２２名で公募する必要は

ないのではないかと思いました。皆さんの意見をお伺いしたいと思いま

す。

はい。

はい、どうぞ。

意見を申し上げる前に先ほどの農地改良について一言付け加えさせて

いただきます。〇○○○○○○○○が施行するとなっていますので、怪

しいと思い調べてみましたら、○○で農業を活発にしようということで、

中心になって行っている○○○○さんが作った会社ということでした。

農業体験等を沢山行っているようです。この会社が上手く小鹿野町に定

着していただいて、良い事業を行っていただけば良いと思いまして、報
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議 長

１４番委員

議 長

１４番委員

事務局

告させていただきました。

委員の定数の問題ですが、推進委員制度を設けるに当たって、国がな

ぜ推進委員制度を設けたかと言いますと、平成の市町村合併で農業委員

会も当然統合になるということで、農業委員会の委員の定数が減ってし

まいました。そのような中で、農業の問題は各地域に農業委員さんがい

らっしゃって、不耕作の農地を耕作するように、というようにいろいろ

なアドバイスを行っているのです。現状を農業委員会の中に反映させる

ということになっています。より多くの意見が出せる場とすると、委員

さんの人数が必要ではないかと思っています。小鹿野町も両神と小鹿野

で合併した当時の人数は現在より多かったと思います。農業委員の人数

が減ると推進する方が減ってくるので、農業も右肩下がりのような状態

が起こるのではないかと思っています。

私が県の関係で働いていた時に農業委員の少ない村がありましたが、

苦戦をしていたようです。私は、増やすことはしなくても現状の人数で

良いと思っています。

なぜ人数の削減を提案したかと言いますと、以前は、各地域で推薦さ

れた中で農業委員が何人ということで決まりました。農業委員と推進委

員の体系になってからは、農業委員は今までどおり各地区で地区割りの

ような形で出て来ていますが、推進委員は農業をする人が地区でも少な

いので出せない、公募をしても足りないという状況です。前回は足りな

くて頼んでしていただくような状況でした。公募をして人数が足りない

のに、頭数を揃えるためというのでは、人数は要らないと思います。２

名くらいは減で良いのではないかと思っています。

他にご意見はございますか。

はい。

はい、どうぞ。

お伺いしたいと思います。農業委員に限りますが、例えば、人口に対

して何名、面積に対して何名、というように指針や基準があるのでしょ

うか。

お答えさせていただきます。

農業委員会の委員の定数については、定めがあります。区分が（１）（２）
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１４番委員

議 長

黒澤忠弘

推進委員

議 長

黒澤忠弘

推進委員

事務局

（戸田）

黒澤忠弘

推進委員

事務局

（戸田）

（３）とありまして、小鹿野町は（１）の区分に該当しています。

（１）の区分の要件として、２つあります。

① １０アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人のその

区域内における世帯数及びその面積以上の農地をその耕作の事業に供し

ているその区域内に住所を有する法人の数の合計数（基準農業者数とい

う。）が１，１００以下の農業委員会

② その区域内の農地面積が１，３００ヘクタール以下の農業委員会

この場合は、推進委員を委嘱する農業委員会の農業委員の定数の上限

は１４人ということで、現在は上限どおりの定数になっています。

古い資料になりますが、何年か前に調べた小鹿野町の農地面積は、１，

３００ヘクタールを少し下回るくらいになっておりました。

このような区分と条件があります。

ありがとうございました。

他にございますか。

はい。

はい、どうぞ。

認定農業者が農業委員の過半数を占めることとなっています。県から

は、他の市町村に比べると小鹿野町は認定農業者が極端に少ないと言わ

れます。実際のところ、有効な認定農業者は何名くらいいますか。

現在認定農業者の担当の方で精査をしておりまして、正確な人数は申

し上げられないですが、基準で定められた人数がいることは認識してお

ります。

人数はいると思いますが、その人が認定農業者を続けられるかという

ことを把握しないといけないのではないかと思います。

認定農業者の精査をしておりますので、分かり次第、人数がはっきり

すると思います。
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黒澤忠弘

推進委員

事務局

１番委員

議 長

１番委員

議 長

議 長

議 長

現在認定農業者になるような方を育てていますが、それほど増えない

です。先々経営が難しくなってくるのは止むを得ないと思います。

説明をさせていただきます。

農業委員の認定農業者過半要件の例外というのもあります。委員の過

半数を認定農業者及び次に掲げる者（準ずる者）とすることについて、

市町村議会の同意を得ることが出来た場合については、過半数に満たな

くても大丈夫というような決まりもあります。

はい。

はい、どうぞ。

私は人数を減らすことについては反対です。昔と違って農業委員さん

に農地の調査で回っていただくということもあります。本日の案件にも

ありましたが、非農地判断ということで、その土地が本当に農業に向か

ない、農業が出来ない土地かどうかを判定するのは、農業委員さんが実

際に見ないと分からないことだと思います。今後現地を見ることが増え

てくるとしたら、人数を減らすのはどうかということがありますので、

出来れば現状維持で良いのではないかと思います。

農業委員としての意見ですが、町としては、予算等いろいろあります

ので、人数を削減するというのであれば、農業委員会としては検討して

いかなければいけないと思います。私たち自らが減らした方が良いとい

う意見を言うのはどうかと個人的に思います。

他にございますか。

（無し）

それでは、現状維持か削減するかで挙手をしていただきたいと思いま

す。よろしいですか。

（はい。の声）

現状維持に賛成の委員さんの挙手をお願いいたします。
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議 長

事務局

議 長

議 長

（賛成多数）

賛成多数によりまして現状維持の人数とすることに決定いたします。

この後、公募をしますが、公募をして人数が足りなかった場合は、見

つける必要があるか確認しておきたいと思います。前回は２２人という

中で、地区で推薦をしていただいたりしていろいろな方が出てきましが、

公募をして人数が足りませんでしたので、最終的にお願いして委員にな

っていただいたということです。現状維持ということですので、人数を

合わせるということであれば、前回のようにしなければならないと思い

ますが、いかがでしょうか。

農林水産省から出ている資料の中で、定数に満たなかった場合の説明

があります。

① 推薦・募集の期間を延長すること

② 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対して積極的に働

きかけること

以上のように定数を満たす努力をする必要があります。このような努

力を行ってもなお、定数を満たすことが困難な場合には、 町長が適当と

認める者を委員の候補者としたり、農業委員会が推進委員を委嘱するこ

とも可能です。

定数に満たなかった場合は、努力する必要があります。

分かりました。昔は選挙で農業委員を決めたことがありました。地区

で割り振りがあった中で、全員が選挙権があったわけではありませんで

した。農業の条件で町に登録している方でないと選挙権が無いというこ

とで騒ぎになったことが１回ありました。それくらい皆さんが本気で出

てくれば良いと思います。３年前に公募しても足りないので、お願いし

て委員になっていただきましたが、出席状況が悪いということがありま

した。報酬をいただいているということがありますので話をさせていた

だきました。人格で判断して選んでいただきたいと思います。

それでは、現状維持でよろしくお願いいたします。

皆さんから何かございますか。

（無し）

事務局よりお願いいたします。
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事務局

議 長

事務局長

１点その他で報告がございます。

女性農業委員さんの机の上に令和６年度関東ブロック女性農業委員等

研修会の開催通知を配布しております。

こちらは、関東ブロックということで、昨年は栃木県で行われました

が、今年は埼玉県が開催県となり、１１月１５日 金曜日 午後１時３

０分より埼玉県県民健康センターにて行われます。

女性委員さんで参加される方がいらっしゃいましたら各々で行ってい

ただくことになりますが、交通費を確保しております。今月中に事務局

まで出欠の報告をお願いいたします。

女性委員さんに配布してあります。出来るだけ６人の方全員に行って

いただきたいと思います。日当は出ないそうですが、電車賃は出るそう

ですのでよろしくお願いいたします。

事務局から他に無いようですので、議長の席を降ろさせていただきま

す。ありがとうございました。

皆さんには慎重、御審議いただきましてありがとうございました。

以上を持ちまして令和６年第８回小鹿野町農業委員会総会を閉会させ

ていただきます。お疲れ様でした。


